
参考
資器材に関する提出書類について

１　資器材使用申請書を提出する資器材

1 日本下水道協会認定工場で製造された日本下水道協会認定資器材



当局の下水道用資器材仕様書（以下仕様書という）に定めた認定資器材

（Ⅰ類、Ⅱ類）



ヒューム管、塩ビ管、FRPM管、ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管、陶管、下水道用鋼管
組立人孔、塩ビ桝・人孔、人孔鉄蓋、下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管等

2 当局が検査を行う認定外工場で製造された下水道協会認定資器材

3 仕様書に「その他の資器材」として定めた認定外資器材



規格・品質は、仕様書附則２～８による。

コンクリート製品：L型塊、基礎塊、掃除桝蓋・縁塊、雨水桝蓋・縁塊・壁


塊、人孔斜壁・直壁、人孔床版、境界杭、雨水桝表示杭、


溝蓋


グレーチング製品：雨水桝蓋、取入桝蓋、横断溝蓋、第2号雨水桝蓋



その他

：足掛金物、鋼製カラー

· 上記の製品でも仕様が異なるものは承諾申請書とする。
· 京都市型鉄蓋については京都市仕様としてメーカー毎に確認検査を行っており（別紙1）、検査済み、または検査を行う場合に資器材使用申請書として申請する。
· 推進工事のマシンは資器材使用申請書とする。

・ シールド工事用セグメント及びボックスカルバートは承諾申請書とする。

· 資器材が多い場合はリストを添付し一括して提出することが出来る。
· 日本下水道協会認定資器材は規格番号（JSWAS　A-1等）を記入すること。
　　　　④その他

１）生コンクリート

２）鉄筋

３）基礎・埋戻材料（砂、砕石等）

４）アスファルト舗装材料（アスファルト合材等）

５）薬液注入工に使用する材料

６）裏込材料

７）仮設材料（H鋼、矢板、ライナープレート等）

８）その他特に重要でない資器材


　　　　　　　　　　2部→　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部→

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

尚、出来るだけまとめて提出してください。（現場代理人名で可）
２　承諾申請書を提出する資器材

①当局が検査を行わない認定外工場で製造された下水道協会認定資器材

②仕様書に「その他の資器材」として定めていない認定外資器材


下水道資器材のうち通常の下水道工事で使用しない特殊な材料。


復旧工事等に使用する下水道資器材以外の材料。

その他。
③シールド工事用セグメント（シール材含む）、シールド機及びボックスカルバート

　　　　　　　　　　２部→　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部→

· 資器材ごとに提出する。
５－１－２





○○○下水道管路管理センター


（決裁済み後1部受注者に返却）





受注者





受注者





○○○下水道管路管理センター


（承諾後1部受注者に返却）
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